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最近改正  令和 ７年９月２４日 

 

（趣旨） 

１ この基準は，専攻科担当教員の資格、認定等に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（担当教員の資格） 

２ 専攻科担当教員は、高等専門学校設置基準第１１条の教授、第１２条の准教授、第１３条

の講師又は第１３条の２の助教の資格を有し、次に掲げる条件を満たしている者とする。 

 一 原則として、博士の学位を有する者。ただし、講義を担当する場合で、学位取得者と同

等以上の業績が認められる者は、この限りではない。 

 二 原則として、過去３年以内の研究業績を有する者 

三  学校の教育・運営方針を理解し、教育方針に沿った学生指導を行っている者 

（担当教員の認定及び再認定の原案作成） 

３ 担当教員の認定及び再認定の原案作成は、専攻科委員会が次に掲げる事項により行うもの

とする。 

一 担当教員の認定に関する原案は、論文及び研究発表を記した研究業績一覧並びに教員

個人調書を基に作成する。 

二 担当教員の再認定に関する原案は、専攻科担当教員から所定の期日までに提出された年

間の研究業績、シラバス、授業進捗報告書、授業完了書、特別研究実施計画・指導報告書

を基に作成する。 

（担当教員の認定及び再認定） 

４ 担当教員の認定及び再認定は、企画会議が、専攻科委員会で作成した原案を基に審査し、

校長が認定する。なお、審査は、毎年度実施するものとする。 

 

   附  則 

 この基準は，平成１８年１月２５日から施行する。 

   附    則 

この基準は，平成１９年４月１日から施行する。 

附    則 

この基準は，令和７年 9月 24 日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 


